
保存版

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 合　計

５月２６日 ６月２６日 ７月２６日 ８月２８日 ９月２６日 １０月 ２６日
（金） （月） （水） （月） （火） （木）

 児童費 2,000 2,000 2,000 2,100 0 0 8,100
小　計 2,000 2,000 2,000 2,100 0 0 8,100

 ＰＴＡ会費 　２ヶ月分 　２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 １２ヶ月分
 

 児童費 2,000 2,000 2,000 800 0 0 6,800
小　計 2,000 2,000 2,000 800 0 0 6,800

 ＰＴＡ会費 　２ヶ月分 　２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 １２ヶ月分

 児童費 2,000 2,000 2,000 2,000 600 0 8,600
小　計 2,000 2,000 2,000 2,000 600 0 8,600

 ＰＴＡ会費 　２ヶ月分 　２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 １２ヶ月分

 児童費 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 0 9,500
 積立金 3,000 2,500 2,000 2,000 2,500 4,000 16,000

小　計 5,000 4,500 4,000 4,000 4,000 4,000 25,500
 ＰＴＡ会費 　２ヶ月分 　２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 １２ヶ月分

 児童費 2,500 2,500 2,500 2,500 1,600 11,600
 積立金 3,500 3,500 3,500 3,500 3,400 2,600 20,000

小　計 6,000 6,000 6,000 6,000 5,000 2,600 31,600
 ＰＴＡ会費 　２ヶ月分 　２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 １２ヶ月分

 児童費 5,000 5,000 5,000 5,000 3,100 0 23,100
小　計 5,000 5,000 5,000 5,000 3,100 0 23,100

 ＰＴＡ会費 　２ヶ月分 　２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 ２ヶ月分 １２ヶ月分

※ＰＴＡ会費は、１か月分（1口100円×口数）を振替月に２か月分ずつ（計12ヶ月分）を振替させていただきます。
　 ５口お申込の場合、１回の振替額は、1,000円となります。

※７月にも振替があります。

※振替１回につき、別途５０円手数料が必要です。（今年度より料金が改訂されております）

※毎月、振替日前には口座の残高確認をお願い致します。

※昨年度就学援助を認定されていた方および年度替時に転入された方につきましては前年度繰越金がございませんので、児童費最終振替月
に相当額を上乗せして徴収させていただきます。
（2年は、8月に546円　3年は、9月に990円　4年は、9月に391円　5年は、9月に395円　6年は、9月に589円を上乗せしています。）

※今年度も就学援助を申請しておられる方について、審査結果が出るまで児童費の徴収を見送ります。積立金・PTA会費の納入はお願いします。
　ただし、審査結果が否認定の場合には、児童費も納入いただく必要が生じますことをご承知おき願います。
　なお、申請時期や認定保留等の関係で、徴収が停止できていないことがありますので、不明な点はご遠慮なく学校までお問い合わせをください。

※行事不参加等で使用しなかった金額については、年度末に個別返金させていただく予定です。

※大阪信用金庫・もと緑橋支店（緑橋商店街）のＡＴＭは残っておりますので、出入金にご利用いただくことが可能です。
　（店舗併設のＡＴＭでないため、小銭と通帳繰越の扱いができません。ご不便をおかけしますがご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。）
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